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2022 年 7 月 6 日 

青山キャンパス所属専任教員各位 

研究推進部 研究推進課 

2023年度 科学研究費助成事業-科研費-の公募について 

2023 年度の科学研究費助成事業（科研費）の公募について、以下の通りご連絡いたします。学内締切り等を十

分にご確認の上、ご準備をお願いいたします。科研費の機関としての採択状況は、私学助成金の配分、各種競争

的資金等の審査における評価項目の一つにもなっており、全学的に採択件数を増やしていくことが望まれます。 

１．学内応募スケジュール 

研究種目ごとに締切りを設定しています。必ず申請される種目の締切りをご確認の上、「研究計画調書」をご

提出くださいますようお願いいたします。（提出方法は、「４．研究計画調書の提出について」をご確認くださ

い。） 

研究種目 学内締切り 

特別推進研究、基盤研究（S）・（A）、帰国発展研究、 

国際共同加速基金（国際共同研究強化（A）） 
8 月 12 日（金） 

基盤研究（B）・（C）、若手研究、 

挑戦的研究、研究成果公開促進費 
9 月 5 日（月） 

新学術領域研究（研究領域提案型）（公募研究） 9 月 12 日（月） 

※各種研究種目の概要等については、以下の学術振興会ウェブサイトご確認ください。なお、複数の種目に申

請する場合には、重複制限がありますので、必ず各種目の公募要領の重複制限の節をご確認ください。 

 https://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/01_seido/01_shumoku/index.html  

※帰国発展研究、国際共同加速基金（国際共同研究強化（A））については、2022 年度公募になります。 

※研究組織に分担者が参画する場合は、研究計画調書の提出前に、分担者および分担者所属機関の承諾手続きが

必要です。承諾を済ませた上で上記の学内締切りまでに調書を提出いただく必要がありますので、余裕をもって

ご手配ください。（別紙<研究組織に研究分担者を加える場合の手続きについて>をご参照ください。） 

 

2．公募要領・研究計画調書等のダウンロードページ 

以下の学術振興会ウェブサイトからご確認ください。基盤研究（B）・（C）、若手研究等の 2023 年度の公募

要領等は、8 月以降にアップロードされる予定です。 

特別推進研究・基盤研究・挑戦的研究・若手研究 http://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/03_keikaku/download.html 

研究成果公開促進費  http://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/13_seika/keikaku_dl.html 

 

３．昨年度からの主な変更点 

以下、＜令和 5 年度公募における主な変更点等＞から特に申請の際にご留意頂きたい点について記載してお

ります。詳細は、各課題の「公募要領」もしくは以下の日本学術振興会ウェブサイトにてご確認ください。 

https://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/06_jsps_info/2022/g_0325/index.html  

〇審査区分表の改正 

以下の 2 つの見直しが行われました。 

＜小区分の「内容の例」の見直し＞ 

小区分・中区分・大区分は現行を維持し、小区分に付される「内容の例」の見直しが実施されました。 

 
（裏面に続く） 
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＜「基盤研究（B）」における複数の小区分での合同審査の実施＞ 

「基盤研究（B）」において、著しく応募件数の少ない状況にある一部の小区分について、複数の小区分での

合同審査が実施されることになりました。 

※詳細は、以下の文部科学省ウェブサイトをご確認ください。 

https://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/hojyo/1385136_00004.htm  

 

４．研究計画調書の提出について 

研究計画調書は、「Web 入力項目」と「添付ファイル項目（word ファイル）」とで構成されています。 

Ｗｅｂ入力項目 日本学術振興会の電子申請システムの上で直接入力します。  

添付ファイル項目 
日本学術振興会 web サイトから書式（word ファイル）をダウンロードして作成 

及び PDF ファイルに変換の上、電子申請システムにアップロードを行います。 

 科研費電子申請システム（e-Rad のログイン ID・パスワードにてログイン） 

https://www-kaken.jsps.go.jp/kaken1/shinsei/logon.do?4c2bf78e=cqDtkdK5D64u8rri8y9Pl6iZ8d6TErzLHbSN 

※ e-Rad のログイン ID・パスワードが分からない場合は、以下のお問い合わせ先にご連絡ください。 

 研究計画調書（添付ファイル項目）のダウンロード先 

特別推進研究・基盤研究・挑戦的研究・若手研究 http://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/03_keikaku/download.html 

研究成果公開促進費  http://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/13_seika/keikaku_dl.html 

※基盤研究（B）・（C）、若手研究等については、8 月頃に 2023 年度公募分がアップロードされる予定です。 

 昨年度（2022 年度公募分）のファイルを使用されないようご注意ください。 

 電子申請システムの詳細な操作方法は、以下の操作手引きにてご確認ください。 

日本語版 https://www-shinsei.jsps.go.jp/kaken/docs/manual1ka.pdf 

英語版  https://www-shinsei.jsps.go.jp/kaken/docs/manual1ka-E.pdf  

学内締切りまでに、電子申請システムの画面上で［応募情報又は研究計画調書の確認］をクリックして、PDF

ファイルに変換された研究計画調書全体の内容に不備がないかを確認し、［確認完了･提出］と[OK]をクリックし

て、研究計画調書の送信・提出をお願いいたします（［確認完了･提出］と[OK]をクリックしないと、データが申

請者側にとどまった状態ですので、ご注意ください）。研究推進部及び URA で内容を確認し、必要に応じて修正

依頼を行い、研究計画調書を完成させます。 

５．研究計画調書の提出先・申請に関するお問い合わせ先 

 ご不明点などは、以下までお問い合わせください。 

研究推進部 研究推進課 科研費担当 （総研ビル 2 階） 

Tel：03(3400)1204（内線 12242）  Mail：gks@aoyamagakuin.jp 

 

【科研費獲得支援について】 

各種情報発信及び個別支援（研究計画調書レビュー）を行っております。詳細は添付フライヤーをご確認いただき、

積極的にご活用いただければ幸いです 

〇各種情報発信 

研究推進部：科研費獲得支援ページ http://rs.aoyama.ac.jp/kakenhi/support_information.html  

より「研究計画調書の書き方のコツ」、「科研費獲得経験者・審査経験者のアドバイス」などを掲載しております。 

〇研究計画調書レビュー 

URAによる事前レビューを行います。ご希望の場合は、以下のメールアドレス等にご連絡ください。 

・リエゾンセンター URA(青山キャンパス) Mail ayc-ura@aoyamagakuin.jp Tel 03-3400-1204 (内線 12030) 

※応募者多数の場合は、先着順にて締切りより早く受付けを終了する場合もございます。何卒、ご了承ください。 
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<研究組織に研究分担者を加える場合の手続について> 

 研究組織に研究分担者を加える場合、研究分担者となることの承諾を得る手続きを電子

申請システムで行います。手続きにあたっては、研究代表者、研究分担者、研究分担者が所

属する研究機関それぞれの手続きが必要です。 

 

 

①研究分担者になることを依頼（研究代表者が行う手続き） 

研究分担者になることを依頼する研究者に、電子申請システムを通じて研究分担者として

の参画を依頼する。 

②研究分担者になることを承諾（研究分担者が行う手続き） 

研究代表者から電子申請システムを通じて、研究分担者としての参画の依頼を受け承諾（又

は不承諾）を選択する。 

③研究機関として、研究分担者となることを承諾（研究分担者が所属する研究機関が行う

手続き） 

研究分担者が承諾をした情報が電子申請システムを通じて示され、研究機関としても承諾

等の手続きを行う。 

 

 

 

 



<研究代表者が行うべきこと> 

・研究計画調書を所属する研究機関に提出（送信）するまでに、研究代表者は電子申請システム

の「応募情報入力画面」の「研究組織」欄に研究組織に研究分担者として加えたい研究者を入

力、研究分担者となることを依頼し、承諾を得てください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



<研究分担者となることの依頼を受けた研究者が行うべきこと> 

・研究代表者から電子申請システムを通じて研究分担者となることの依頼を受けた場合、承

諾する内容を確認の上、「承諾」又は「不承諾」を選択してください。 

 

 


